
議   第  ４９６  号   

平成２６年１２月１１日提出   

 

   財産の取得について 

 

 財産を次のように取得する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

１ 財  産  土地 ４０，７８６．２４平方メートル 

２ 所 在 地  熊本市北区植木町岩野字相田原２８５番３５ 

３ 取得価格  ２３４，１１３，０１７円 

４ 相 手 方  国（財務省） 

 

 （提出理由） 

  植木中央公園用地の取得について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第  

９６条第１項第８号及び熊本市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年条例第１６号）第３条の規定に基づき、市議会の議決を

求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

- 67 -



位置図
1：10000

国
道
3
号
線

国道208号線

県道原植木線

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

ｳｪｯｷｰ

熊本市

北区役所

取得予定地植木病院

取得予定地

市有地

凡　　　　例

- 68 -


